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ここ数年のトレンドとして、日本円の対人民元での為替レートは円安に進んできていますが、

為替レートが変動すると中国法人の円建ての取引や資産・負債などの人民元換算額が影響を受け

ます。そのため、会計上および税務上、外貨建て取引や資産・負債の評価にかかわる人民元への

換算については一定のルールに基づいて行うべきこととされています。今回は、外貨建ての取引

の人民元への換算にかかわる会計上、税務上のルールについて概説します。 

 

 

１．外貨取引の発生 

 

中国国内の取引については、原則として決済通貨は人民元とされています。なお、中国国内で

あっても保税区や物流園区など税関管理上の特別区域内の企業との間で行われる輸出取引、輸入

取引とされる場合には、以下で述べるような外貨での決済が認められます。 

一方、中国国内企業が国外企業との間で取引を行う場合、その決済通貨は、取引における通貨

建ての取り決めに基づきます。昨今ではクロスボーダー人民元決済を採用するケースも増加して

きていますが、米ドルや日本円などの外貨を用いた決済が行われるのが一般的といえます。 

国外企業との間の取引の決済については、外貨管理の規制が適用されており、経常項目（貿易

取引もしくはサービス貿易取引）であれば原則として取引の実在性を前提とした決済であること

の裏付けが必要となり、また資本項目（資本金や貸付など）においては登記管理が実施されてい

ます。そのため、取引に先立ち、契約書や発注書、インボイスや決議書などの証憑によって取引

通貨及びその金額について明確にされる必要があります。 

 

２．外貨取引の人民元への換算に関する会計、税務上のルール 

 

（1） 会計上のルールについて 

 

中国では、会計帳簿の作成において人民元を記帳本位通貨として作成すべきこととされていま

す。そのため、上記で指摘したような外貨取引が発生する場合には、取引通貨から人民元に換算

して会計処理を行う必要が生じます。 

取引通貨から人民元への換算について、企業会計準則および小企業会計準則では、原則として

「取引発生日」における中国人民銀行が発表する中間レートに基づいて換算すべき旨規定してい

ますが、適用される準則によって「当期の平均レート」や「企業が採用するシステムにより合理

的に適用される取引発生日のレートに近似するレート」での処理が認められています。 

 

（2） 税務上のルールについて 

 

税務上においては、課税通貨は人民元とされるため、税額の計算の局面において、外貨取引に

ついて取引通貨から人民元への換算が必要となります。この点について、基幹税である増値税、

企業所得税、個人所得税の規定は、それぞれ以下の通りとなっています。 
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◇税務上の取引通貨から人民元への換算ルール 

税目 換算ルール 

増値税 外貨課税売上の人民元への換算について、「売上発生日の中間レート」もしくは「売上発生

月 1 日の中間レート」のいずれかの換算方法を選択可能 

※ただし、課税年度内はいずれかの換算方法に統一しなければならない 

企業所得税 課税所得の計算過程において、特別に外貨取引の換算に関する規定なし 

個人所得税 外貨課税所得について、納税申告、源泉徴収申告の前月末日の中間レートで人民元に換算 
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